
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

｢

台
湾
史
研
究
の
総
括
と
今
後
の
課
題｣

に
お
い
て
、
私
に
与
え
ら
れ
た

｢

台
湾
史
研
究
者
に
と
っ
て

の
台
湾
総
督
府
文
書
の
意
義｣

と
い
う
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
携
わ
っ
て
き
た
台
湾
先
住
民
史
研
究
に
そ
く
し
て
報
告
し
た
い
。

ま
ず
、
ど
の
よ
う
な
研
究
上
の
関
心
か
ら
台
湾
総
督
府
文
書
に
向
き
合
っ
て
き
た
か
に
つ
い
て
、
私
の
研
究
主
題
と
台
湾
と
の
関
連
に

つ
い
て
述
べ
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。

私
は
、
こ
れ
ま
で
日
本
が
植
民
地
支
配
を
行
う

｢

帝
国｣
と
な
っ
て
い
く
動
向
の
な
か
で
、
日
本

｢

内
地｣

に
お
い
て
、
植
民
地
と

し
て
の
台
湾
、
そ
し
て
そ
こ
に
住
む
人
々
、
特
に
台
湾
先
住
民
に
対
す
る
認
識
枠
組
が
ど
の
よ
う
に
形
作
ら
れ
て
い
く
の
か
を
、
主
に

｢

展
示｣

表
象
を
中
心
的
な
素
材
と
し
て
考
察
し
、
著
書『

帝
国
の
視
線
―
博
覧
会
と
異
文
化
表
象
―』

(

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年)

な
ど
と
し
て
発
表
し
て
き
た
。
さ
ら
に
植
民
地
統
治
期
の
台
湾
先
住
民
政
策
に
焦
点
を
あ
て
、
統
治
実
践
の
具
体
像
と
そ
こ
に
通
底
す

る
思
考
を
、
植
民
地
統
治
初
期
か
ら
一
九
三
〇
年
代
後
半
ま
で
を
通
史
的
に
考
察
し
、
著
書

『

帝
国
の
思
考
―
日
本

｢

帝
国｣

と
台
湾
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原
住
民
―』

(

有
志
舎
、
二
〇
一
四
年)

な
ど
と
し
て
発
表
し
て
き
た
。

こ
の
よ
う
な
関
心
の
も
と
、
植
民
地
統
治
期
の
台
湾
先
住
民
研
究
を
進
め
て
き
た
が
、
歴
史
学
的
な
観
点
か
ら
の
当
該
期
の
台
湾
先

住
民
研
究
に
不
可
欠
な
一
次
資
料
は
、
か
な
り
限
定
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
台
湾
先
住
民
は
も
と
も
と
絵
文
字
以
外
の
固
有
の

文
字
を
も
た
ず
、｢

文
字｣

と
し
て
は

｢

日
本
語｣

が
、
植
民
地
統
治
期
に
段
階
的
に
台
湾
先
住
民
社
会
に
浸
透
し
て
い
っ
た
と
い
う

状
況
も
相
ま
っ
て
、
現
在
ま
で
残
さ
れ
て
い
る
文
献
資
料
は
、
そ
の
圧
倒
的
多
数
が
統
治
サ
イ
ド
、
植
民
者
サ
イ
ド
の
資
料
で
あ
る
と

い
え
る
。

そ
の
よ
う
な
資
料
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、
①

『

理
蕃
誌
稿』

『

台
北
州
理
蕃
誌』

『

理
蕃
の
友』

を
は
じ
め
と
す
る
台
湾
総
督

府
、
地
方
行
政
機
関
か
ら
の
刊
行
物
、
②『

台
湾
蕃
人
事
情』

を
は
じ
め
と
す
る
各
種
調
査
報
告
、
③『

台
湾
日
日
新
報』

等
の
新
聞
、

『

台
湾
時
報』

等
の
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
関
連
記
事
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
、
植
民
地
統
治
期
の
台
湾
先
住
民
史
研
究
は
、
こ
れ
ら
の
資
料

に
か
な
り
依
拠
し
な
が
ら
進
め
ら
れ
て
き
た
と
い
え
る
。

し
か
し
、
台
湾
総
督
府
文
書
の
中
に
は
、
台
湾
先
住
民
に
関
す
る
、
ま
だ
あ
ま
り
分
析
が
進
ん
で
い
な
い
膨
大
な
資
料
が
存
在
す
る
。

そ
の
一
例
が
、
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂
の
中
に
一
五
〇
件
以
上
綴
ら
れ
た

｢

撫
墾
署
事
務
報
告｣

で
あ
る
。
一
八
九
六
年
四
月
、
台

湾
先
住
民
施
策
の
実
行
を
担
う
専
従
機
関
と
し
て
、
台
湾
総
督
府
民
政
局
殖
産
部
の
も
と
、
台
湾
全
島
に
一
一
の
撫
墾
署
が
設
置
さ
れ

た
。
一
八
九
七
年
五
月
以
降
、
撫
墾
署
は
各
県
知
事
・
庁
長
の
指
揮
下
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
一
八
九
八
年
六
月
ま
で
存
続
し

た
。｢

撫
墾
署
事
務
報
告｣

と
は
、
各
撫
墾
署
か
ら
提
出
さ
れ
た
毎
月
の
報
告
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
各
撫
墾
署
が
管
区
内
の
台
湾
先

住
民
社
会
の
状
況
に
つ
い
て
、
そ
の
時
々
の
特
記
事
項
な
ど
も
含
め
て
記
し
た
詳
細
な
記
録
で
あ
る
と
い
え
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
撫
墾
署
が
廃
止
さ
れ
る
と
、
台
湾
各
地
の
台
湾
先
住
民
に
関
す
る
担
当
部
署
は
、
各
県
各
庁
の
弁
務
署
に
引
き
継
が

れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
一
九
〇
一
年
一
一
月
の

｢

地
方
官
官
制
改
正｣

に
よ
っ
て
弁
務
署
が
廃
止
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
各
県
各
庁
よ
り
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｢

蕃
人
蕃
地
に
関
す
る
事
務
及
び
情
況
報
告｣

(

弁
務
署
報
告)

が
月
毎
に
出
さ
れ
て
お
り
、
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂
に
編
綴
さ
れ
た

こ
の
報
告
は
一
〇
〇
件
以
上
に
の
ぼ
る
。
こ
の

｢

蕃
人
蕃
地
に
関
す
る
事
務
及
び
状
況
報
告｣

は
、
弁
務
署
ご
と
に
所
轄
の
台
湾
先
住

民
社
会
の
状
況
を
、
生
業
の
あ
り
方
や
、
交
易
の
状
況
、
弁
務
署
と
の
関
係
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
特
徴
も
含
め
て
詳
細
に
記
録
し

た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

内
容
的
に
こ
の
よ
う
な
特
徴
を
も
ち
、
さ
ら
に
量
的
に
も
か
な
り
充
実
し
た

｢

撫
墾
署
事
務
報
告｣

お
よ
び

｢

蕃
人
蕃
地
に
関
す
る

事
務
及
び
情
況
報
告｣

(

弁
務
署
報
告)

の
詳
細
な
分
析
と
さ
ら
な
る
活
用
は
、
植
民
地
統
治
初
期
の
台
湾
先
住
民
史
研
究
を
大
き
く

進
展
さ
せ
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
る
。
例
え
ば
、
植
民
地
政
府
に
よ
る
当
該
期
の
台
湾
先
住
民
施
策
の
実
施
状
況
や
、
そ
れ
に
対
す

る
先
住
民
社
会
の
反
応
の
あ
り
方
に
、
よ
り
具
体
的
、
立
体
的
に
迫
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
例
え
ば
、
樟
脳
生
産
と

台
湾
先
住
民
社
会
の
具
体
的
な
関
係
性
の
解
明
な
ど
、
植
民
地
政
府
に
よ
る
統
治
初
期
の

｢

山
地｣

(｢

蕃
地｣)

経
営
に
関
す
る
研
究

を
、
さ
ら
に
深
化
さ
せ
る
可
能
性
が
あ
る
と
も
い
え
る
。

今
回
の
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
統
一
テ
ー
マ

｢

台
湾
史
研
究
の
総
括
と
今
後
の
課
題｣

に
引
き
つ
け
て
い
え
ば
、
こ
れ
ま
で

も
何
度
も
強
調
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
が
、
今
後
の
課
題
と
し
て
も
、
今
一
度
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
充
実
し

た
内
容
を
も
つ
台
湾
総
督
府
文
書
を
丁
寧
に
読
み
、
丹
念
に
分
析
し
て
い
く
こ
と
の
重
要
性
で
あ
る
。
台
湾
総
督
府
文
書
を
活
用
し
た

研
究
は
、
近
年
、
大
い
に
蓄
積
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
膨
大
な
量
と
内
容
を
も
つ
台
湾
総
督
府
文
書
の
中
に
は
、
ま
だ
ほ
と
ん
ど
分
析
が

行
わ
れ
て
い
な
い
貴
重
な
資
料
が
か
な
り
あ
る
と
い
え
る
。
先
述
し
た

｢

撫
墾
署
事
務
報
告｣

、｢

蕃
人
蕃
地
に
関
す
る
事
務
及
び
情
況

報
告｣
(

弁
務
署
報
告)

の
大
部
分
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
も
台
湾
総
督
府
文
書
の
さ
ら
な
る
読
解
・
分
析
と
活
用
は
、

植
民
地
統
治
期
の
台
湾
史
研
究
の
深
化
に
不
可
欠
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

(

以
上)

台湾史研究者にとっての台湾総督府文書の意義 (松田)195


